
子ども計画とは ～子ども計画の位置づけについて～

【その他関連計画】

・品川区地域福祉計画 ほか

★品川区子ども計画
子ども・若者・子育て施策の総合的な計画

（計画期間：令和７年度～令和１１年度）

・「子ども・子育て支援事業計画」
・「子ども・若者計画」
・「次世代育成支援対策推進行動計画」 を内包

こども基本法

◎政府は、こども施策を総合的に推進す
るため、こども大綱を定める。（第９条
１項）

◎市町村はこども大綱を勘案して市町村
こども計画を定めるよう、努めるものと
する。（第 10 条）

こども大綱
◎こども施策に関する基本的な方針、

重要事項、推進のための必要事項を

定める。

◎以下の各法律に基づく３大綱をこ

ども大綱に一本化。

○少子化社会対策大綱

〇子ども・若者育成支援推進大綱

〇子どもの貧困対策に関する大綱

〇令和5年4月に施行された「こども基本法」の規定により、地方自治体（市区町村）において
国の「こども大綱」を踏まえた「こども計画」の策定が努力義務とされた。
〇品川区では現状、「子ども・子育て支援事業計画」と、「子ども・若者計画」が策定されて
おり、今回この２つの計画を一本化し、品川区における子ども施策を総合的に推進するため
「品川区子ども計画」を策定する。
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